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投票立会人(投票日当日)募集要項
本市では、公職選挙法に基づいて市内全７８か所の投票所にそれぞれ２名の投票立会人を選任しています。投票立会人については、各投票所の地域の方を中心にお願いしていますが、立会いが困難で欠員が生じる場合があります。
そこで、多くの方に選挙への関心を持っていただくためにも投票所の立会人を募集することといたしました。
１　主な業務内容
⑴　投票所の開閉に立ち会うこと
⑵　最初の選挙人（有権者）が投票する前に、その選挙人とともに投票箱に何も入っていないことの確認に立ち会うこと
⑶　投票事務が適正に行われているか確認すること（選挙人名簿との対照、投票用紙の交付、投票箱への投函　等）。
⑷　投票管理者から求められた場合等に意見を述べること。
⑸　投票箱の閉鎖その他投票手続きの全般に立ち会うこと
⑹　投票終了後、投票録に署名（自書）すること
⑺　投票立会人２名のうち１名は、投票終了後に投票箱等の開票所までの送致に立ち会うこと
２　応募要件
年齢１８歳以上（高校生は除きます。）の選挙権がある方。
近隣町村の方でも選挙権があれば応募でいます。
※　職務の性質上、特定の候補者の選挙運動に関与する(予定の)方は応募をご遠慮ください。
※　特別な知識や経験は不要です。
※　立会は長時間に及びますので体調に不安がある方はご遠慮ください。
※　期日前投票所の投票立会人に選任された方も申し込みできます。
３　日時・場所・報酬等

	日　時
	投票日当日の午前６時４５分から午後９時ころまで
（投票時間は　午前７時から午後８時(一部投票所は午後７時)まで）
※　状況によっては、終了時間が前後する場合があります。
※　上記の勤務時間には休憩時間を含みます。

	場　所
	市内７８か所の投票所のうちいずれか１か所

	報　酬
	日額　１２，４００円
※　源泉所得税控除後の額を、選挙終了後約１か月後に指定の口座に振り込みます。
※　交通費、昼食その他の支給はありません。


４　応募方法
「採用申込書」をに必要事項を記入の上、旭川市選挙管理委員会事務局に郵送、持参又はＥメールにて提出してください。
「採用申込書」は市選管のホームページからダウンロードするか、市選管窓口にてお受け取りください。
≪選管ホームページ≫
[bookmark: _GoBack]https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/461/463/4631/d083217.html[image: ]
≪提出先≫
〒070-8525　旭川市７条通９丁目　旭川市総合庁舎○階
　　　　　　旭川市選挙管理委員会事務局
Ｅメール：senkan@city.asahikawa.lg.jp
５　選任までの流れ
⑴　「採用申込書」を受領し応募要件を確認します。
⑵　応募要件を満たしていれば立会人候補者に登録します。
⑶　（選挙に際し）書類選考を実施し、必要に応じて面接を実施します。
　　面接の場合は選挙管理委員会から御連絡します。
⑷　立会が必要な投票所（立会人の欠員）が生じた場合、選管から個別に電話等で連絡し、その投票所での立会に可否を確認します。
⑸　⑷で承諾をいただいた場合は、選任通知書、口座振込申出書等の必要書類を送付します。
⑹　口座振込申出書等の必要書類を提出します。
⑺　当日、投票所で立ち会いを実施します。
⑻　選挙終了から約1か月後に御指定の口座に報酬をお支払いします。
６　その他注意事項
⑴　書類審査及び必要に応じて面接を行い選考します。
⑵　申し込みが多い場合や投票所の立会人の欠員がない場合は、申込があっても選任されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
⑶　選管からの連絡は、面接を行う場合、立会の可否の確認の場合及び採用が決定した場合のみとなりますので、あらかじめご了承ください。
⑷　選考に関するお問合せにはお答えできませんのでご了承ください。
（採用不採用のお問い合わせにはお答えいたします。）
⑸　立会人に選任された場合は、報酬振込先の口座情報、マイナンバー関係の書類の提出が必要になります。
また、選挙の都度、改めて採用申込書等の提出が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
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